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区 分 等 説明者
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添 付 資 料 ・令和３年度「絆づくりメッセージコンクール」入賞作品一覧
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・令和３年度「絆づくりメッセージコンクール」～いじめやネットトラ
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・「北海道学び推進月間」実施要綱
・「北海道学び推進月間」標語募集要項

発 表 要 旨 ・絆づくりメッセージコンクール
北海道いじめ問題対策連絡協議会では、青少年からいじめやネットト
ラブルの根絶を目指し、よりよい人間関係づくりを呼びかけるメッ
セージを募集し、いじめの根絶とインターネットの適切な利用に関
する啓発活動に活用することにより、よりよい人間関係を構築し、思
いやりをもって人と接する社会の実現に向けた意識の向上を図ること
を目的として実施しており、管内審査及び全道審査の入賞者に賞状を
授与しています。

・北海道学び推進月間標語
北海道教育委員会では、児童生徒が考案した標語を用いて、「北海道
学び推進月間」を児童生徒はじめ道民に広く周知し、家庭や地域にお
ける学びの取組の一層の推進を図ることを目的として実施しており、
入選者に賞状を授与しています。

※今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑み、当局職員が
学校を訪問して行う賞状授与式は実施しません。

報道に当たっての 積極的な報道をお願いします。
お願い

担 当 日高教育局教育支援課教育支援係
係長 吉 岡 広 樹（TEL 0146-22-9491）
主事 谷内山 莉 花（TEL 0146-22-9491）



（日髙教育局）

学 校 名 部門 学年 作成者 部門 学年 氏 名 等 作品

(ｱ) 個人部門 最 優 秀 賞

最 優 秀 賞 (ｲ) 団体部門 （１作品）

（２作品） (ｱ) 個人部門 最 優 秀 賞

(ｲ) 団体部門 （１作品）

新ひだか町立高静小学校 (ｱ)　・　(ｲ) 5 壁岸　芽生 (ｱ)　・　(ｲ) 4 工藤　聖大 ごめんねは　なかよくさせる　まほうだよ

奨 励 賞 (ｱ)　・　(ｲ) 奨 励 賞 (ｱ)　・　(ｲ) 6 渡部　陽菜 大丈夫？　その一言で　救われる

（ ２ ～ ４ 作 品 ） (ｱ)　・　(ｲ) （ ２ ～ ４ 作 品 ） (ｱ)　・　(ｲ) 6 伊藤　颯佑 友達と　絆づくりの　あいさつだ

(ｱ)　・　(ｲ) (ｱ)　・　(ｲ) 6 米倉　千尋 認め合い　あなたに届け　ありがとう

(ｱ) 個人部門 最 優 秀 賞

最 優 秀 賞 (ｲ) 団体部門 （１作品）

（２作品） (ｱ) 個人部門 最 優 秀 賞

(ｲ) 団体部門 （１作品）

平取町立平取中学校 (ｱ)　・　(ｲ) 1 髙橋　英暖 (ｱ)　・　(ｲ) 2 大竹　愛梨 気付いてる？　心の中の　助けてを

奨 励 賞 日高町立門別中学校 (ｱ)　・　(ｲ) 2 中村　心優 奨 励 賞 (ｱ)　・　(ｲ) 2 日髙　琴歩 ”思いやる”　その行動の原点は　”認め合う”

（ ２ ～ ４ 作 品 ） 日高町立門別中学校 (ｱ)　・　(ｲ) 1 工藤　永色 （ ２ ～ ４ 作 品 ） (ｱ)　・　(ｲ) 1 相田　啓斗 使い方　ちゃんとしてから　SNS

(ｱ)　・　(ｲ) (ｱ)　・　(ｲ) 1 藤田　脩平 もういいと　告げるあなたを　助けたい

(ｱ) 個人部門 最 優 秀 賞

最 優 秀 賞 (ｲ) 団体部門 （１作品）

（２作品） (ｱ) 個人部門 最 優 秀 賞

(ｲ) 団体部門 （１作品）

北海道静内高等学校 (ｱ)　・　(ｲ) 1 鵜飼　暁右 (ｱ)　・　(ｲ) ２年１組学級 より添いの場があるよ　君はひとりじゃない

奨 励 賞 北海道静内高等学校 (ｱ)　・　(ｲ) 1 齋藤　樺織 奨 励 賞 (ｱ)　・　(ｲ) 1 福居　義士 気をつけよう　ネットに潜む　怖い影

（ ２ ～ ４ 作 品 ） 北海道静内高等学校 (ｱ)　・　(ｲ) 2 庄野　小桜 （ ２ ～ ４ 作 品 ） (ｱ)　・　(ｲ) 1 中村　葉月 思い合い。　自分の心、相手の心

(ｱ)　・　(ｲ) (ｱ)　・　(ｲ) 3 越後　七海 言う前に　自分の言葉　見直して
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令和３年度 
「絆づくりメッセージコンクール」～いじめやネットトラブルの根絶を目指して～ 

実施要項 

（令和３年（2021年）７月15日 北海道いじめ問題対策連絡協議会決定） 

１ 目的 

青少年からいじめやネットトラブルの根絶を目指し、よりよい人間関係づくりを呼びかける

メッセージを募集し、いじめの根絶とインターネットの適切な利用に関する啓発活動に活用す

ることにより、よりよい人間関係を構築し、思いやりをもって人と接する社会の実現に向けた

意識の向上を図る。 

 

２ 主催 

北海道いじめ問題対策連絡協議会 

 

３ 主管 

各管内の地域いじめ問題等対策連絡協議会 

 

４ 募集期間・審査時期 

(1) 募集期間  ７月16日（金）～９月16日（木） 

(2) 管内審査  ９月17日（金）～９月30日（木） 

(3) 全道審査  10月上旬 

 

５ 対象 

道内の青少年（道内の国公私立小・中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特

別支援学校の児童生徒等） 

 

６ 募集する内容 

よりよい人間関係づくりを呼びかける内容 

例 ・好ましい人間関係づくりに関すること 

・友達との助け合いに関すること 

・いじめ（ネットいじめを含む）の根絶に関すること 

・いじめ（ネットいじめを含む）を受けている友達を助けることに関すること 

・インターネットへの誹謗中傷等の書き込みの禁止に関すること 

・インターネット上の有害情報やＳＮＳ上の個人情報発信に伴う被害の防止に関すること 

など 

 

７ 募集する内容・部門等 

  上記６の内容について「ことば・メッセージ」と「ポスター・メッセージ」を募集する。 

(1) ことば・メッセージ（おおよそ20字程度） 

ア 小学校の部 

 (ｱ) 個人部門 

(ｲ) 団体部門 

イ 中学校の部 

 (ｱ) 個人部門 

(ｲ) 団体部門 

ウ 高等学校の部 
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 (ｱ) 個人部門 

(ｲ) 団体部門 

(2) ポスター・メッセージ（Ｂ３判〔36.4×51.5cm〕又は、四つ切り〔38×54cm〕の用紙） 

ア 小学校の部 

 (ｱ) 個人部門 

(ｲ) 団体部門 

イ 中学校の部 

 (ｱ) 個人部門 

(ｲ) 団体部門 

ウ 高等学校の部 

 (ｱ) 個人部門 

(ｲ) 団体部門 

※１ ことば・メッセージ「(ｱ) 個人部門」に応募する際は、応募作品票にメッセージにこ

められた思いを記載する。また、「(ｲ) 団体部門」に応募する際は、別紙３を参照に、

児童会・生徒会や学級において人との関わり方について考える機会を設けるとともに、

応募作品票にメッセージ作成の過程やメッセージにこめられた思い等を記載する（写真

の貼付も可とする）。 

※２ 小学校の部には義務教育学校の前期課程及び特別支援学校小学部の児童、中学校の部

には義務教育学校の後期課程、中等教育学校前期課程及び特別支援学校中学部の生徒、

高等学校の部には中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部の生徒の作品を含む。 

※３ 学校に在籍していない青少年（18歳以下）からの応募は、応募者の年齢に相当する部

の作品として受け付け、審査対象とする。 

 

８ 応募方法 

(1) 道内の国公私立小・中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の

児童生徒 

次により、在籍する学校を通じて応募する。学校は、各教育局の教育支援課に送付する。

なお、札幌市を除く市町村立学校については、所管する市町村教育委員会を通じて、各教育

局の教育支援課に送付する。 

また、札幌市立学校については、札幌市教育委員会に送付する。 

ア ことば・メッセージ 

    所定の応募作品票(別紙１)に、作品と学校名、部門及び作成者を記入すること。また、

メッセージ作成の過程やメッセージにこめられた思い等を記載すること。 

イ ポスター・メッセージ 

作品の裏面に、学校名、部門及び作成者を記入した応募作品票（別紙２）を貼付するこ

と。 

(2) 上記の学校に在籍していない青少年（18歳以下） 

次により、各教育局の教育支援課に送付する。 

ア ことば・メッセージ 

所定の応募作品票（別紙１）又は任意の用紙に、作品と部門、作成者、年齢（生年月日）

及び連絡先(住所・電話番号）を記入すること。また、メッセージ作成の過程やメッセー

ジにこめられた思い等を記載すること。 

イ ポスター・メッセージ 

作品の裏面に、作成者の氏名、年齢（生年月日）及び連絡先（住所・電話番号等）を記 

入した応募作品票（別紙２）を貼付するか、作品の裏面に直接、応募する部門の名称、作
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成者の氏名、年齢（生年月日）及び連絡先（住所・電話番号等）を記入すること。 

(3) 応募作品は未発表作品であることを条件とする。 

(4) 各部における(ｱ) 個人部門への応募は１人１作品とする。ただし(ｱ)と(ｲ)の重複は可能と

する。 

 

９ 審査 

(1) 管内審査 

管内ごとに審査し、各賞を選定するものとする。ただし、石狩管内については、札幌市立

学校と札幌市立学校以外に区分して、それぞれ審査し、各賞を選定する。 

各教育局が応募を受け付けた作品は、各管内に設置されている地域いじめ問題等対策連絡

協議会が、札幌市教育委員会が応募を受け付けた作品は、札幌市教育委員会が審査し、それ

ぞれ、次の各賞を選考する。 

ア 最優秀賞 「ことば・メッセージ」における各部の各部門１作品及び「ポスター・メッ

セージ」における各部２作品、計12作品 

イ 奨励賞  「ことば・メッセージ」「ポスター・メッセージ」における各部２～４作品

程度、計12～24作品程度 

(2) 全道審査 

各管内及び札幌市において最優秀賞を受賞した作品について、北海道いじめ問題対策連絡

協議会が最終審査を行い、次のア・イの各賞を選定する。 

なお、ウの高等学校長協会特別賞については、北海道高等学校長協会が、ことば・メッセ

ージの候補作品から審査し、選定する。 

ア 全道最優秀賞 「ことば・メッセージ」「ポスター・メッセージ」における各部（小学

校の部、中学校の部、高校学校の部）ごと１作品、計６作品 

イ 全道優秀賞  「ことば・メッセージ」「ポスター・メッセージ」における各部（小学

校の部、中学校の部、高校学校の部）ごと１作品、計６作品 

※全道最優秀賞及び全道優秀賞を受賞したことば・メッセージは、よつ葉乳業株式会社の

協力により、「よつ葉北海道十勝軽やかしぼり」（１リットル牛乳パック）の広告欄及び

啓発用ポスターに作品、作成者、学校名を掲載する。 

ウ 高等学校長協会特別賞（高等学校長協会賞１作品、北海道高等学校安全互助会理事長賞

１作品、奨励賞４作品以内） 

 

10 表彰等 

・入賞者には賞状を授与する。 

 ・全道最優秀受賞者には、よつ葉乳業株式会社の協力により、副賞を授与する。 

※全道審査の入賞者は、11～２月に各管内で表彰状授与を予定 

 

11 入賞作品の活用等 

全道及び各管内の審査において最優秀賞を受賞した作品及び作成者、学校名（青少年の場合

は氏名、年齢及び住所地市町村名）については、北海道教育委員会の広報活動（Ｗｅｂページや作

品展示等）において全道に公表するなど、いじめの根絶とインターネットの適切な利用等に関す

る啓発活動に活用する。また、各管内に設置されている地域いじめ問題等対策連絡協議会にお

いても、同様に管内入賞作品を活用する。 

 

その他 

(1) 応募作品票に記入された個人情報は、本賞選考及びいじめの根絶及びネットトラブルの防
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止に係る啓発活動以外に使用しない。 

(2) 応募作品の著作権は、主催者に帰属する。 

(3) 応募作品については、原則として返却しない。 



（参考１）

「北海道学び推進月間」実施要綱

（平成２１年３月３１日教育長決定）

１ 趣旨

本道の将来を担う子どもたちが、変化の激しい社会を自立して生きていくためには、基礎的・基

本的な知識・技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決する力を育むとともに、主体的

に学習に取り組む意欲や態度を養うことが重要である。

このため、毎年４月と１１月を「北海道学び推進月間」（以下「月間」という。）と定め、学力

向上のための各種事業に重点的に取り組むとともに、家庭学習や読書などを奨励する広報啓発活動

を通して、家庭や地域における学びの取組を一層推進することにより、子どもたちの「確かな学力」

の向上を目指すこととする。

２ 実施期間

(1) 北海道春の学び推進月間

入学や進級により新しい学年が始まる４月１日から４月３０日までの１か月

(2) 北海道秋の学び推進月間

北海道教育の日である１１月１日から１１月３０日までの１か月

３ 実施主体

北海道教育委員会並びに市町村教育委員会（以下「教育委員会」という。）とする。

４ 実施事項

教育委員会及び教育委員会が設置する学校（以下「学校」という。）は、月間において次の事項

を重点的に実施するものとする。

(1) 教育委員会

ア 広報啓発活動

ポスター等啓発物品の作成・配布、広報紙やインターネット・ホームページへの掲載、ロゴ

マーク、標語、啓発ポスター等の募集など

イ 教育関係事業の実施

研修会、講習会、シンポジウム等の開催

(2) 学校

ア 学習指導や進路ガイダンスの充実

イ 研究授業の公開、国及び道の研究指定校における実践研究成果の発表等

ウ 児童生徒による学習成果の発表会

エ 児童生徒及び保護者への月間の周知

(3) その他、月間にふさわしい行事等の実施

５ 取組状況の把握及び公表

北海道教育委員会は、月間における児童生徒の学力向上に資する取組の実施状況等を把握し、そ

の結果を公表する。

６ その他

この要綱に定めるもののほか、月間の実施に必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この要綱は、決定の日から施行する。



（別添）

「北海道学び推進月間」標語募集要項

１ 目的

児童生徒が考案した標語を用いて、「北海道学び推進月間」を児童生徒はじめ道民に

広く周知し、家庭や地域における学びの取組の一層の推進を図る。

２ 募集作品

自ら進んで学習や読書に取り組むことを奨励したり、学習の楽しさや大切さを呼びか

ける内容のもの

３ 応募資格

道内の公立小・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校の児童生徒とし、一

人一作品（自作で未発表のもの）とする。

４ 応募方法

(1) 応募用紙又はウェブ上の入力フォームへの記載による応募とする。

(2) 応募先については、各教育局の教育支援係に電子メールで提出すること。なお、各

学校で選考の上、選考した作品のみ提出することも可とする。

５ 応募作品に関する注意事項

ひらがな、漢字、カタカナ、英数字など文字の制限はないが、読み方が難しい漢字に

は、必ずふりがなをつけること。

６ 応募期間

令和３年（2021年）10月１日（金）まで（当日消印有効）

７ 審査、発表及び入選作品の活用

(1) 各教育局において審査し、各賞を選定する。

(2) 各賞は次のとおり。

ア 最優秀作品（最優秀賞） １作品

イ 優秀作品（奨励賞） ２～３作品、 計３～４作品

(3) 入選作品は、11月に各教育局のウェブページで発表するとともに、入選者に連絡

する。

(4) 入選者には賞状を授与する。

(5) 入選作品は、北海道教育委員会のウェブページ等に広く使用するほか、各管内の学

校に掲示する。

(6) 各管内の最優秀作品（14作品）については、北海道教育委員会のウェブページに

ある、北海道学び推進月間のページ（http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/

kki/manabigekkan.htm）に掲載する。

８ その他

(1) 入選作品に関する著作権など一切の権利は北海道教育委員会に帰属する。

(2) 応募作品の著作権等にかかわる問題が発生した場合は、すべて応募者の責任とする。

(3) 応募作品は返却しない。

(4) 応募者の個人情報の取扱いについては、審査や発表など必要な範囲で使用すること

とし、その他の目的で利用・提供することはしない。


